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特
別
障
が
い
者
手
当

対
20
歳
以
上
で
、
精
神
か
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護

を
必
要
と
す
る
在
宅
の
人

※
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

施
設
に
入
所
し
た
時
や
病
院
な

ど
に
３
か
月
以
上
入
院
し
た
時

は
資
格
が
な
く
な
り
ま
す

障
が
い
児
福
祉
手
当

対
20
歳
未
満
で
、
精
神
か
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
り
、

日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
児
童
（
本
人
、配
偶
者
、

扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り
支

給
に
制
限
あ
り
）

※
施
設
に
入
所
し
た
時
は
資
格
が

な
く
な
り
ま
す

共
通
事
項

申
請
に
必
要
な
も
の

・
診
断
書
（
指
定
の
様
式
、
日
付

が
申
請
月
ま
た
は
そ
の
前
月
の

も
の
）

・
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
（
戸
籍

謄
本
）

・
本
人
名
義
の
預
金
通
帳

・
障
が
い
者
手
帳
（
交
付
を
受
け

て
い
る
人
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

・
受
給
し
て
い
る
年
金
（
恩
給
含

む
）
の
種
類
と
金
額
が
わ
か
る

も
の

※
申
請
書
類
は
窓
口
に
用
意
が
あ

り
ま
す

特
別
障
が
い
者
手
当
・
障
が
い
児

福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の

受
給
額
（
令
和
５
年
４
月
改
定
）

・
特
別
障
害
者
手
当　

 

２
７
，９
８
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当

 
１
５
，２
２
０
円

・
経
過
的
福
祉
手
当

 

１
５
，２
２
０
円

一
定
の
要
件
を
満
た
す
障
が
い

の
あ
る
人
の
軽
自
動
車
税
を
減
免

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
減
免
対

象
は
、
障
が
い
の
種
別
や
等
級
、

車
両
の
使
用
状
況
な
ど
で
異
な
り

ま
す
。

※
申
請
が
必
要
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

介
護
保
険
料
の
算
定
と
納
付

保
険
料
は
、
世
帯
状
況
や
市
民

税
の
課
税
の
状
況
、
令
和
４
年
の

年
金
収
入
額
、
所
得
金
額
か
ら
算

定
し
ま
す
。
納
付
方
法
に
は
、
特

別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

令
和
４
年
度
の
保
険
料
を
年
金

４
月
１
日
か
ら
、
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
（
イ
オ
ン
六
日
町
専
門

店
館
１
階
）
ほ
の
ぼ
の
広
場
の
開

館
時
間
を
延
長
し
ま
し
た
。

開
館
時
間

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

（
大
和
・
塩
沢
ほ
の
ぼ
の
広
場

は
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

※
ラ
ン
チ
コ
ー
ナ
ー
（
午
前
11
時

〜
午
後
12
時
30
分
）
を
再
開
し

ま
し
た
。
ご
利
用
く
だ
さ
い

交
付
さ
れ
た
手
帳
別
の
要
件

身
体
障
害
者
手
帳　

障
が
い
の
種
別
や
等
級
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す

療
育
手
帳　

障
が
い
の
程
度
が
Ａ
の
人

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

障
が
い
等
級
１
級
で
、
自
立
支

援
医
療
（
精
神
）
受
給
者
証
の
交

付
を
受
け
る
人

※
所
得
制
限
に
よ
り
、
受
給
者
証

の
交
付
が
な
い
場
合
は
、
医
師

の
通
院
証
明
書
で
も
可

申
請
期
間

　

４
月
３
日
㈪
〜
５
月
31
日
㈬

申
請
場
所　
税
務
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

天
引
き
で
納
め
て
い
た
人
や
、
４

月
か
ら
年
金
天
引
き
が
始
ま
る
人

が
対
象
で
す
。
特
別
徴
収
に
は
仮

徴
収
と
本
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

仮
徴
収
（
４
月
・
６
月
・
８
月
分
）

令
和
４
年
の
所
得
金
額
な
ど
が

確
定
す
る
前
に
、
令
和
３
年
の
所

得
金
額
な
ど
を
も
と
に
仮
算
定
し

た
額
で
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。

こ
の
措
置
は
、
納
付
回
数
を
増

や
す
こ
と
に
よ
り
、
１
回
当
た
り

の
納
付
額
を
低
く
抑
え
る
た
め
に

行
い
ま
す
。

本
徴
収
（
10
月
・
12
月
・
令
和
６

年
２
月
分
）

令
和
５
年
度
保
険
料
の
決
定
額

か
ら
、
仮
徴
収
の
額
を
差
し
引
い

た
額
を
、
３
回
に
分
け
て
年
金
か

ら
天
引
き
し
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
付
書・口
座
振
替
）

65
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
人
や

転
入
し
た
ば
か
り
の
人
、
年
金
受

給
額
が
18
万
円
未
満
の
人
な
ど
、

年
金
天
引
き
の
要
件
に
当
て
は
ま

ら
な
い
人
が
対
象
で
す
。

保
険
料
は
６
月
〜
令
和
６
年
３

月
の
10
回
に
分
け
て
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
４
月
・
５
月
の
納

付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

普
通
徴
収
の
納
付
は
、
簡
単
で

便
利
な
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し

て
い
ま
す
。口
座
振
替
で
は
、う
っ

か
り
納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
こ

と
や
、
現
金
を
持
ち
歩
く
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合

は
、
金
融
機
関
窓
口
に
あ
る
口
座

振
替
依
頼
書
を
記
入
・
押
印
し
、

金
融
機
関
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
日
の
翌
月
か
ら
振
替
を

開
始
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
通
知
書

令
和
５
年
度
介
護
保
険
料
決
定

通
知
書
は
６
月
に
お
送
り
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
７
２・７
７
５
４

ほ
の
ぼ
の
広
場
開
館
時
間
の
延
長

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

障
が
い
が
あ
り
介
護
を
必
要

と
す
る
人
へ
の
手
当
制
度

問
・
申
税
務
課 

市
民
税
係

☎
７
７
３・６
６
６
８

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

障
が
い
者
へ
の
減
免
制
度

問
介
護
保
険
課 

介
護
保
険
係

☎
７
７
３・６
６
７
５

介
護
保
険
料
の
算
定
・

決
定
通
知
書
の
送
付

子
育
て
・
教
育


